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１．学校教育における評価の
位置付け



１．学校教育における評価の
位置づけ

1998年「基礎教育法」改正：

すべての教育段階において評価を実
施すること義務付けられる
（1999年施行）

http://srd.yahoo.co.jp/IMG/r=2/ig=180x132/id=fe0fb9603b4eff02/l=ri/da=g/tid=MMSI02_03/q=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%80%E5%9B%BD%E6%97%97/SIG=12dj8glj8/EXP=1187452596/*-http:/www.moimoifinland.com/thisweek/images/flag05-1.jpg�


cf. 基礎教育法第21条
 教育評価の目的は、基礎教育法に規定された目
的を実行し、教育の発展を支援し、学習環境を
改善することを保証することにある。

 教育提供者は、自身が提供する教育とそのイン
パクトについて評価し、その運用に関する外部
評価に参加する。

 外部評価を目的として、教育省翼下にある教育
評価会議を設置し、大学、国家教育委員会、及
び評価の専門家とのネットワークを形成して、
活動を実施する。

 評価の主な成果を公表する。
外部評価＝
国レベルの評価



２．評価制度導入の背景



２．評価制度導入の背景

 1990年代初頭：
規制緩和と権限委譲：分権化

第１の波

学校教育システムの評価



２．評価制度導入の背景
１）学校教育システムの評価

規制緩和と権限委譲
 教育行政制度の再編

 視学制度の廃止

 教育課程基準の大綱化

 授業時数配分の弾力化

 教科書検定制度の廃止

分権化：バランス上、評価が求められる
事前規制 ⇒ 事後規制



２．評価制度導入の背景
１）学校教育システムの評価

 全国学力調査：
 教育課程基準の大綱化に伴い導入

 義務教育段階：第９学年の母語と数学

 ２年に一度

 サンプル調査（５－１０％）

 テーマ評価：
 例）就学前及び基礎教育における国家教育課程基

準の機能に関する評価

 プロジェクト評価：
 例）LUKU-Suomi、LUMAなど

評価機関等による機関評価は実施しない
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２．評価制度導入の背景

 1990年代初頭：
規制緩和と権限委譲：分権化

 1990年代後半以降：
教育の質及び質保証への関心
の高まり

第１の波

第２の波

学校教育システムの評価

学校評価



３．学校評価制度の概要



３．学校評価制度
１）評価のしくみと学校評価の位置付け
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３．学校評価制度
１）評価のしくみと学校評価の位置付け

導入初期の問題

 急激な権限移譲

 評価導入も分権的アプローチ

 不十分な支援体制

 80％以上の自治体が課題を認識：
１）不十分な評価スキル
２）評価に関する情報の収集と分析の問題
３）評価に関する教育・訓練の不足

対応できない現場



cf. 教育評価会議の設置
Koulutuksen arviointineuvosto
 2003年設立

 ユバスキュラ大学に附置する機関として設置

 評価の企画・調整・実施・開発（手法等）

 国・地方自治体・学校等をサポート

 会議と事務局から構成される

 会議：１４名（研究者、教育行政関係者、行政関
係者、組合代表、高校生代表、保護者代表、産業
界代表など）

 事務局：１０名（専門家）



３．学校評価制度
１）評価のしくみと学校評価の位置付け

 教育省：義務教育の目標・基準を設定

 教育評価会議：評価の企画・手法開発

 国家教育委員会：学力調査の実施・分析

 州事務所：教育機会の評価

 市・郡：
提供している教育の評価・効果の検証

 学校：
提供している教育の評価・効果の検証

自
己
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３．学校評価制度
１）評価のしくみと学校評価の位置付け

目標
• 戦略
• カリキュラム

計画
• 行動計画

評価
• 年次報告書

改善
• 方策・手段

市議会／教育委員会

校長／教員

市議会／教育委員会
校長／教員

評価

出典：地方自治体連合ホームページ



３．学校評価制度
２）フィンランドの学校評価の特徴

 自己評価が基盤

 標準化された手法や基準がない



各自治体が採用した評価手法
（2004）
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３．学校評価制度
２）フィンランドの学校評価の特徴

 自己評価が基盤：提供者及び学校が実施

 標準化された手法や基準がない

 ディベロプメント志向の評価

 機関間の連携と情報伝播の促進

 ネットワーク型の支援体制（ ⇔地域の参画:限定的）



cf. ネットワーク型の支援体制
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３．学校評価制度
２）フィンランドの学校評価の特徴

 自己評価が基盤：提供者及び学校が実施

 標準化された手法や基準がない

 ディベロプメント志向の評価

 機関間の連携と情報伝播の促進

 ネットワーク型の支援体制（⇔地域の参画:限定的）

 評価の独立性の確保

 学校経営・学校改善と評価との適切な関係性
の構築・保持への配慮

 学力調査とのつながりが薄い



３．学校評価制度
２）フィンランドの学校評価の特徴

 急激な分権化の中で導入された評価システム
国による：
「統制なき」＆「支援なき」評価システム

支援体制を整備し、評価の基盤を保障
「統制なき」（統制が限定的な）システム

 利点：現場を活性化（？）
⇒学校改善における組織的な取組の増加

 評価の質が担保されない
 自治体間格差が拡大する



４．学校評価の事例



４．学校評価の事例：Ａ市
１）基本情報

ヘルシンキから５０ｋｍほどの所に
位置する人口約５万人の都市

スウェーデン語話者の割合が３０％
超（フィンランド全体では約５％）

 バイリンガルの町として登録される



４．学校評価の事例：Ａ市
２）評価のしくみ

３年間の中期計画・評価
＋

各年の計画・評価
 計画ー評価は原則同じ項目

評価手法：自己評価（自治体・学校）

 機関評価は無

 中期評価：児童生徒・保護者・教員に対す
る質問紙調査を実施



cf. 評価活動の実施プロセス

•３年間の目標・計画の立案

•年間計画の立案

•自己点検評価の実施・報告書作成

•年間計画の立案

•自己点検評価の実施・報告書作成

•年間計画の立案

•期間終了時に包括的評価を実施

初年度

２年目

最終年度



cf. 学校の年間計画の作成・
承認プロセス

４～５月
• 次年度計画の枠組（方向性）の決定

夏休み
• 次年度計画の素案を作成

８月
• 素案の調整（修正）

９月
• 学校理事会の承認

９月末
• 市議会文教委員会の承認

校長＋教員

校 長

校長＋教員



cf. 年間計画及び報告書の章立て

市指定の項目：2008年度

１）ビジョン

２）外部との連携：

①家庭との連携

②プレスクールとスタート

スクール

③基礎学校の前期と後期

④国際活動

⑤校外活動

⑥社会連携

３）開発計画

４）児童・生徒の福利

５）教職員

６）データ

７）生徒数

８）活動スケジュール



cf. 開発計画書（市指定の様
式）

目標

要点

目標 方法 責任主体 期限 予算 指標

（１）

（２）

（３）



cf.目標の例

 子どもの福利を充実する

 学力向上を図る

 安心感が得られる学校づくりをする

 子どもや保護者の学校運営参画を促進する

など

 Ａ市の場合、市が設定した目標に基づき、各
学校が取組を考える。



５．学校教育の質をめぐる問題



５．学校教育の質をめぐる問題
１）質保証における国の関与のあり方

2007年：
第２次バンハネン政権成立以降

 教育の提供に関し、国レベルの基準の設
定を検討する動き

 学級規模に関する規定の再導入

 学童保育事業等、教育関係事業における質の
基準の設定

 ワーキンググループなどで議論

基礎教育に関する質の基準



５．学校教育の質をめぐる問題
１）質保証における国の関与のあり方

「基礎教育の質の基準」（2009年教育省）

 教育の質、多様な教育の提供、教育の機会
均等を維持することを目的として設定

 地方の政策決定者が、学校の質に関する意
思決定の効果を評価するための支援ツール

 教育の質に関する１０の項目について緩や
かな基準を示す

数値等、具体的記述は無



５．学校教育の質をめぐる問題
１）質保証における国の関与のあり方

 ガバナンス

 教職員

 予算

 評価

 教育課程の実施状況

 教育設備・備品

 学習支援・発達支
援・福利

 インクルージョン

 学校と家庭の連携

 学習環境の安全性

カード式：概要、質の基準、実施を支える要素

「基礎教育の質の基準」：10の項目



５．学校教育の質をめぐる問題
２）新たな課題

昨秋以降の急激な景気後退が、自治
体の財政を圧迫

↓ ＋ 義務教育費の一般財源化の影響

教育予算のカット

－人員削減
－学級規模の拡大
－教員の一時帰休→17自治体
－夏休み期間中の教員のレイオ
フの検討

一部自治体
における事
態の深刻化



６．まとめにかえて



６．まとめにかえて

 フィンランドにおける学校教育の質保証：
基盤整備＝国、実施＝現場（自治体・学校）

 機関レベルの質保証のしくみの構築（＝学校評
価のあり方）を設置者（基礎自治体）に委ねる

 標準化された評価手法や基準が示されない
⇒特性や希望を反映させられる柔軟な制度設計
⇒多様な実態：百花繚乱？玉石混交？粗製乱造？

 ディベロプメント志向の評価

 改善＞アカウンタビリティ
 管理・統制的意味合いは弱い
 学力調査とのつながりも弱い



６．まとめにかえて

国＝基盤整備・支援、地方＝実施と
いう役割分担の明確さ

学校改善という目的の明確さ

信頼を基盤とする制度設計

 現場を尊重：Luottamus（信頼の絆）



ご清聴ありがとうございました
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